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平成 29年 10月 25 日 

 

各 位  

 

不動産投資信託証券発行者名 

 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号 

 恵比寿ネオナート 

 ジャパン・ホテル・リート投資法人 

 代表者名 執行役員      増田 要 

               （コード番号：8985） 

資産運用会社名 

 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

 代表者名 代表取締役社長   古川 尚志 

 問合せ先 管理本部 ＩＲ部長 花村 誠  

                TEL：03-6422-0530   

 

 

規約変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

 ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催した役員会にお

きまして、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、平成 29 年 11月 22 日開催予定の本投

資法人の第８回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議する事を決議いたしましたので、

お知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。 

 

記 

 

１． 規約の一部変更について 

  変更の主な内容及び理由は以下のとおりです。 

 

(1)  変更案第５条第２項、第６条第４項関係 

投資主との合意により本投資法人が自己投資口の取得を可能とする規定について、その位置付

けを明確化するために、条文の位置を変更するものです。 

 

(2)  変更案第 17条第３項関係 

補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間を被補欠者の任期と同一にするために、規定を

新設するものです。 

 

(3)  変更案第 25条関係 

会計監査人に対する報酬の支払いに関し、会計監査人の請求をもってその支払期限の計算が開

始されることを明確化するために、規定の修正を行うものです。 

 

(4)  変更案第 28条第２項、第３項、第４項関係 

一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則が一部改正さ

れたことに伴い、海外不動産保有法人の株式又は出資を投資対象資産とする規定を修正すると

ともに、本投資法人の投資対象として海外不動産保有法人に対する貸付債権等の金銭債権及び

外国の法令に準拠した地役権を明記するため規定の修正を行うものです。 
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(5)  変更案第 34条第１項関係 

本投資法人の分配方針に関し、第 34 条第１項第１号に定める利益の定義について、投資信託

及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第 198号。その後の改正を含みます。以下、「投信

法」といいます。）の内容と平仄を合わせるため、規定の修正を行うものです。 

また、投資法人における税会不一致への対応等に関して、本投資法人が行うことのできる積立

ての種類を明確化するため、規定の修正を行うものです。 

 

(6)  変更案第 36条第２項第２号、第３号関係 

本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社の財務の安定性を確保することを目的

に、本投資法人が資産運用会社に支払う運用報酬2及び運用報酬3の支払サイクルを変更するた

め、関連する規定の修正を行うものです。 

 

(7)  その他 

その他必要な表現の変更及び明確化、字句の修正及び条項数の整備等のために、所要の変更を

行うものです。 

 

 

２． 役員選任について 

提案の理由は以下のとおりです。 

 執行役員増田要から、任期調整のため、本投資主総会の終結の時をもって一旦辞任したい旨の申

出がありましたので、執行役員１名（候補者：増田要）の選任をお願いするものです。 

 また、監督役員松澤宏から、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の申出があり、監督

役員御宿哲也及び香椎裕人から、任期調整のため、本投資主総会の終結の時をもって一旦辞任した

い旨の申出がありましたので、監督役員 2 名（候補者：御宿哲也及び香椎裕人）の選任をお願いす

るものです。 

なお、執行役員及び監督役員の任期は、本投資法人の現行規約の定めにより、平成 29 年 11 月 22

日より、選任後２年を経過した日の翌日から 30日以内に開催される執行役員及び監督役員の選任を

議案とする投資主総会の終結の時までとなります。 

 また、執行役員が欠けた場合又は執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、

補欠執行役員１名（候補者：古川尚志）の選任をお願いするものです。なお、補欠執行役員候補者

古川尚志は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパン・ホテル・リート・アドバイ

ザーズ株式会社の代表取締役社長であります。 

 

（１） 執行役員候補者  

  増田 要 （現任） 

（２） 監督役員候補者  

  御宿 哲也 （現任） 

  香椎 裕人 （現任） 

（３） 補欠執行役員候補者  

  古川 尚志  

 

 

  （役員選任の詳細については、別紙「第８回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 
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３． 本投資主総会等の日程 

 

平成 29年 10月 25 日 本投資主総会提出議案の役員会承認 

平成 29年 11月７日 本投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成 29年 11月 22 日 本投資主総会（予定） 

 

 

 

 

以 上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.co.jp/ 

 

 

 

 

【別紙添付】第８回投資主総会招集ご通知 

http://www.jhrth.co.jp/









































